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磐城国有林の地域別の森林計画の変更理由

森林法（昭和26年法律第249号）の一部改正（平成23年4月22日公布）に伴い、同法附

則第4条第1項に基づき、平成19年度に樹立した現行の磐城国有林の地域別の森林計画を

変更する。

森林法附則第4条第1項

森林管理局長は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例

により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第七条の二の規定により

たてられている森林計画（平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除

く。）を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成

二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
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Ⅰ 計画の大綱

１ 自然的、社会経済的背景と森林計画区の位置付け

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅰ－1のとおり

２ 計画樹立に当たっての基本的な考え方

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅰ－2のとおり
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Ⅱ 計画事項

第１ 計画の対象とする森林の区域

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－1のとおり

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

（１）森林の整備及び保全の目標

当計画区内の森林の自然的・社会的・経済的諸条件からみて、森林の有する水源涵養、山地災

害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化及び生物多様性保全の各機能

について、特にその機能発揮の上から望ましい森林の姿は次のとおりである。

ア 水源涵養機能

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－2－(2)－ｱ－(ｱ)のとおり

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－2－(2)－ｱ－(ｲ)のとおり

ウ 快適環境形成機能

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－2－(2)－ｱ－(ｳ)のとおり

エ 保健・レクリエーション機能

観光的に魅力のある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公

園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林

オ 文化機能

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、

必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林

カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与していることを踏

まえ、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件、立地条件に適した様々な生育段階の林

分や樹種がバランスよく配置されている森林
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（２）森林の整備及び保全の基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、前述の「森林の整備及び保全の目標」を基本とし、各機能

の高度発揮を図るため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球

温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、重視すべき機能に応

じた適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持増進を推進するとと

もに、その状況を適確に把握するための森林資源のモニタリングの適切な実施や森林ＧＩＳの効

果的な活用を図ることとする。

具体的には、森林の有する各機能の高度発揮を図るため、併存する機能の発揮に配慮しつつ、

重視すべき機能に応じた多様な森林の整備を行う観点から、森林を、地域の特性、森林資源の状

況並びに森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案のうえ、育成単層林における保

育・間伐の積極的な推進、広葉樹林化、針広混交林化を含め、人為と天然力を適切に組み合わせ

た多様性に富む育成複層林の積極的な整備、天然生林の的確な保全及び管理等に加え、保安林制

度の適切な運用、山地災害等の防止対策や森林病害虫、野性鳥獣被害の防止対策の推進等を行う

とともに、スギ等花粉発生の抑制対策の推進等を行うこととする。なお、その状況を適確に把握

するための森林資源のモニタリングの適切な実施や森林ＧＩＳの効果的な活用を図ることとする。

なお、森林の整備に伴い発生した木材については、有効に利用することとする。

ア 水源涵養機能

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用水源として重

要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森林と

して整備及び保全を推進することとする。

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下

層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地につい

ては、縮小及び分散を図ることとする。また、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活

用した施業を推進することとする。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指

定やその適切な管理を推進することを基本とする。

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土

砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機能／土壌保全

機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林

床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。

集落等に接近する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能

が十分に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の浸食防

止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基

本とする。

ウ 快適環境形成機能

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林

及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い
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森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進すこととする。

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化の

ために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐

等を推進することとする。

快適な環境の保全のための保安林の適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている

海岸林等の保全を推進することとする。

エ 保健・レクリエーション機能

国民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る

森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や国民のニーズ等に応じ

広葉樹の導入を図るなど多様な森林整備を推進することとする。

また、保健等のための保安林の適切な管理を推進することとする。

オ 文化機能

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、

潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整

備及び保全を推進することとする。

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。

また、風致のための保安林の適切な管理を推進することとする。

カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このこ

とを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して

適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地

条件に適した様々な生育段階の林分や樹種から構成される森林がバランス良く配置されている

ことを目指すものとする。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり

特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、

生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進することとする。
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（３）計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ha

区 分 現 況 計画期末

育 成 単 層 林 56,126.51 54,126.51
面

育 成 複 層 林 2,854.91 4,854.91
積

天 然 生 林 26,955.77 26,955.77

森林蓄積 ｍ３／ha 165 185

注 １ 育成単層林、育成複層林及び天然生林において実施される施業の内容については、以下

のとおり。

（１）育成単層林においては、森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、

人為＊１により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業（育成単層林

施業）

（２）育成複層林においては、森林を構成する林木を択伐＊２等により部分的に伐採し、人

為により複数の樹冠層＊３を構成する森林（施業の関係上一時的に単層林となる森林を

含む）として成立させ維持する施業（育成複層林施業）

（３）天然生林においては、主として天然力を活用することにより成立させ維持する施業

（天然生林施業）。

この施業には、国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のための禁伐等を含む。

２ 現況については、平成１９年３月３１日現在の数値である。

＊１ 「人為」とは、植栽、更新補助（落下した種子の発芽を促進させるための地表かき

おこし、刈払い等）、芽かき、下刈、除伐、間伐等の保育等の作業を総称したもの。

＊２ 「択伐」とは、森林内の成熟木を数年～数十年ごとに計画的に繰り返し伐採

（抜き伐り）すること。

＊３ 「複数の樹冠層」は、樹齢や樹種の違いから林木の高さが異なることにより生

じるもの。

２ その他必要な事項

特になし
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第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－3－(1)－ｲのとおり

（２）立木の標準伐期齢

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－3－(1)－ｱのとおり

（３）その他必要な事項

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－3－(3)のとおり

２ 造林に関する事項

（１）人工造林に関する事項

ア 人工造林の対象樹種

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－4－(1)－ｱ－(ｱ)のとおり

イ その他人工造林の標準的な方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－4－(1)－ｲ－(ｱ)及び(ｲ)のとおり

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地の更新すべき期間は、裸地状態を早期に回復して、公益的機能の維持を図るため、

皆伐を行い人工造林によるものについては原則として、伐採後2年以内とする。

（２）天然更新に関する事項

ア 天然更新の対象樹種

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主とし

て天然力の活用により適確な更新が図られる森林とし、高木性の樹種を対象とする。

イ 天然更新の標準的な方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－4－(1)－ｲ－(ｳ)のとおり



- 7 -

ウ 伐採跡地の更新すべき期間

天然更新の種類 更新状況調査の時期 更新完了の目安

天然下種第１類 搬出又は地表処理完了後３年目 樹高30cm以上の高木性の
天然木が5,000本/ha以上林

天然下種第２類 搬出完了後５年目 地にほぼ均等に成立したと
きとする。

ぼう芽 搬出完了後３年目

なお、更新状況調査において更新完了の目安に達していない場合は、状況に応じて更新補助

作業の実施、又は植栽により確実な更新を図ることとする。

（注）１ 天然下種第１類：天然更新に当たり、更新補助作業を行い更新を図る方法

２ 天然下種第２類：天然更新に当たり、天然力を活用し、人為を加えない方法

３ ぼ う 芽：主に伐採した樹木の根株から発生する新芽を育てる方法

（３）その他必要な事項

特になし
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３ 間伐及び保育に関する基本的事項

（１）間伐の標準的な方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－5－(1)－ｱのとおり

（２）保育の作業種別の標準的な方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－5－(1)－ｲのとおり

（３）その他必要な事項

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－5－(3)のとおり

４ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

（１）公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

公益的機能別施業森林の区域については、次の区分ごとに別表１のとおり定める。

ア 公益的機能別施業森林の区域

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

水源涵養機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域に

かかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてで

きるだけまとまりをもたせて定めることとする。

② 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又

は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

（ア） 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林の区域

山地災害防止機能、土壌保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位

置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観

点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。

（イ） 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

生活環境保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地

域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてで

きるだけまとまりをもたせて定めることとする。

（ウ） 保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

保健文化機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住

民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできる

だけまとまりをもたせて定めることとする。ただし、狭小な区域を単位として定めること

に特別な意義を有する保護林、レクリエーションの森等についてはこの限りでない。

③ ①又は②のうち伐採の方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域

別表１のとおり定める。
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イ 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、伐期の長期化及び伐採面積の縮小・分散を図ることを基

本とし、下層植生の維持（育成複層林施業にあっては、下層木の適確な生育）を図りつつ、根

系の発達を確保するとともに、立地条件に応じて長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以

外の方法による複層林施業を推進する。

具体的には、立地条件に応じて育成複層林施業を積極的に推進するほか、育成単層林施業に

あっては、森林の面的広がりやモザイク的配置に留意し、1箇所当たりの伐採面積の縮小、伐

採箇所の分散及び伐採林齢の長伐期化に努め、公益的機能の維持を図る。

② 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の

機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持し、樹

種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方

法による複層林施業など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目

的とした施業の方法を推進する。

具体的には、自然環境の保全を最も重視すべき森林については、天然力の活用を基本とした

天然生林施業を行うこととし、必要に応じ、植生の復元等を実施するほか、野生動植物の生育

・生息地の減少及び分断を防ぐため、広域的な観点から森林の連続性に配慮した森林の確保を

図ることとする。

また、森林とのふれあいや自発的な森林づくり活動の場、野生鳥獣との共存の場として利用

される森林については、景観の向上に配慮した天然生林施業、郷土樹種を主体とする花木や広

葉樹との混交も考慮に入れた育成複層林施業、人工林の有する景観美を維持するための育成単

層林施業の推進等に努める。また、森林レクリエーション施設と一体となった快適な森林空間

を創出する。

都市近郊や里山等地域住民の生活に密接な関わりを持つ森林については、択伐等による森林

構成の維持を基本とした施業を継続的に実施するほか、樹種の選定や立木の密度等に配慮した

保育、間伐等を積極的に行うこととする。

③ ①又は②のうち伐採方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域における施業

の方法

択伐とする。

（２）その他必要な事項

特になし
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５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

（１）林道（林業専用道を含む。以下同じ。）の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道の開設については、森林の整備及び保全の目標の実現を図るため、森林施業の効率的な実

施に必要な林道について計画的な整備を促進する。

基幹路網の現状
単位 延長：km

区 分 路 線 数 延 長

基幹路網 246 585

うち林業専用道 － －

※現状については、平成２２年３月３１日現在の数値である。

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的考え方

高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムの導入を促進するとともに、

効率的な森林施業に資するため、林道、林業専用道及び森林作業道が有機的に連結するよう路網

を整備する。

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

単位 路網密度：ｍ／ha

路網密度
区 分 作業システム

基幹路網

緩傾斜地( 0°～15°) 車両系作業システム 100以上 35以上

車両系作業システム 75以上
中傾斜地(15°～30°) 25以上

架線系作業システム 25以上

車両系作業システム 60以上
急傾斜地(30°～35°) 15以上

架線系作業システム 15以上

急 峻 地(35°～) 架線系作業システム 5以上 5以上

（３）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし

（４）その他必要な事項

特になし
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６ 森林施業の合理化に関する事項

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8のとおり

（１）林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8－(1)のとおり

（２）作業システムの高度化の促進に資する林業機械の導入の促進に関する方針

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8－(2)のとおり

（３）林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8－(3)のとおり

（４）その他必要な事項

特になし
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第４ 森林の保全に関する事項

１ 森林の土地の保全に関する事項

（１）土地の地質の変更に当たって留意すべき事項

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－9－(3)のとおり

（２）樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の区域

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－9－(1)のとおり

（３）森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書Ⅱ－9－(2)のとおり

（４）その他必要な事項

特になし

２ 保安施設に関する事項

（１）保安林の整備に関する事項

保安林については、Ⅱ－第２－１に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び

保全に関する基本的な事項」に則し、当森林計画区における森林に関する自然的条件、社会的要

請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備の目的を達成するため、既指定保

安林の整備を推進するとともに、保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保

安林、土砂流出防備保安林の指定を計画する。

（２）保安施設地区に関する事項

該当なし

（３）治山事業に関する事項

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点からⅡ－第２－１に定める「森林の

整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害に強い地域

づくりや水源地域の機能強化を図るため、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象と

して、本数調整伐、植栽工等の保安林の整備並びに渓間工、山腹工等の治山施設の整備を計画的

に推進する。

（４）その他必要な事項

保安林の適切な管理に必要な、標識の設置、巡視等を適正に行うほか、衛星デジタル画像等を

活用し、保安林の現況等に関連する情報の総合的な管理を推進する。
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３ 森林の保護等に関する事項

（１）森林病害虫等の被害対策の方針

病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に努めることとする。特に、松くい

虫による被害については、被害抑制のための健全な松林の整備と防除対策の推進を図るととも

に、被害の状況等に応じ、被害跡地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は他の樹種への計画的な

転換の推進を図ることとする。なお、抵抗性を有するマツの転換に当たっては、気候、土壌等

の自然的条件に適合したものを導入することとする。

（２）鳥獣による森林被害対策の方針

野生鳥獣による森林被害の発生するおそれのある地域については、森林被害の未然防止、早

期発見による適切な対応策を講ずる観点から、森林の巡視、保護標識の設置等を重点的に行う

こととする。

（３）林野火災の予防の方針

山火事等の森林被害を未然に防止するため、入林者数の動向、道路の整備状況及び過去にお

ける山火事等の森林被害の発生頻度を踏まえ、保護標識等の適切な設置や巡視に努めるととも

に、保護管理上必要となる歩道等については、必要に応じて地元市町村との連携を図り、効果

的な整備を推進することとする。

（４）その他必要な事項

山火事や廃棄物の不法投棄等の人為被害、病虫獣害、寒風害等の気象被害等については、入

林者数の動向、過去の被害の発生状況、発生時期、気象状況等を踏まえ、より効果的かつ適切

な被害防止の実施に努めることとする。
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第５ 計画量等

１ 伐採立木材積

単位 材積：1,000ｍ３

総 数 主 伐 間 伐
区 分

総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 2,895 2,768 127 1,909 1,832 77 986 936 50

前半５
カ年の 1,129 1,090 39 568 533 34 561 556 5
計画量

２ 間伐面積
単位 面積：ha

区 分 間伐面積

総 数 14,716

前半５カ年の計画量 8,373

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積：ha

区 分 人工造林 天然更新

総 数 2,033 5,074

前半５カ年の計画量 1,172 523
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４ 林道の開設又は拡張に関する計画

単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ 備 考
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の
(市町村)

別 面 積 箇 所 対図番号

開設 総 数 ８１路線 116,884 41,054

自動車道 いわき市 桃 木 沢 1,000 107.16 1,000

塩 田 1,800 437.64

敷 屋 1,200 266.51

田 神 林 道
700 102.81

田 神 支 線

戸 渡 林 道
1,300 163.02

開 聞 沢支 線

志 田 名 1,000 98.60

吉 間 田 1,500 107.60

火 沢 1,000 120.46 1,000

軽 井 沢林 道
左 分 岐支 線 1,500 212.26
上 永 井分 線

湯 ノ 岳 1,000 145.83

下 市 萱林 道
1,500 172.92

第 一 支 線

岳 ノ 内林 道
2,000 159.69

第 二 支 線

大 岩 沢 1,300 75.07

四 時 川林 道
1,000 66.97

１ ９ 支 線

前 山 林 道
1,000 114.54

白 水 沢支 線

根 室 1,000 124.63

水 界 800 110.96

綱 木 林 道
1,000 196.90 770

綱 木 支 線

ナライ沢支線
1,000 171.02 1,000

(林業専用道)

塩 ノ 平林 道
800 176.75 800

塩 ノ 平支 線
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ 備 考
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の
(市町村)

別 面 積 箇 所 対図番号

開設 自動車道 いわき市 小 綱 木 1,000 159.68

大 滝 沢林 道
600 171.14 600

第 一 支 線

折 松 林 道
2,000 195.99

第 三 支 線

江 尻 ・横 川 2,500 40.69

才 勝 分 線
2,000 137.78 2,000

(林業専用道)

折 松 林 道
1,000 356.97

二 ツ 石支 線

折 松 林 道
1,000 172.72

明 神 沢支 線

ム ク ロジ 沢 96.10
2,000 2,000

(林業専用道)

沢 山 第 一
800 171.14 800

(林業専用道)

銅 屋 場 1,500 156.23 1,500

中 山 1,200 92.50 1,200

敷 屋 林 道
1,500 157.56 1,500

敷 屋 支 線

官 沢 支 線
新設 890 96.32 新設 890 ①

(林業専用道)

川 上 沢支 線
新設 2,000 117.08 新設 2,000 ②

(林業専用道)

後 山
新設 2,310 84.07 新設 2,310 ③

(林業専用道)

計 ３５路線 45,700 19,370

南相馬市 乞 食 石林 道
1,700 151.56 1,700

乞 食 石支 線

室 石 1,600 157.92

赤 根 林 道
1,000 100.79 1,000

赤 根 分 線

八 木 沢 2,000 131.76 2,000

大 富 林 道
2,000 70.10

大 富 支 線

高 馬 2,700 159.41
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ 備 考
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の
(市町村)

別 面 積 箇 所 対図番号

開設 自動車道 南相馬市 大 古 林 道
3,000 171.09

大 古 支 線

冬 住 林 道
1,500 176.29

冬 住 支 線

計 ８路線 15,500 4,700

南相馬市 助常(沼ノ平)
1,500 227.57

飯 舘 村

計 １路線 1,500

相 馬 市 手 倉 森 2,000 295.05

物 倉 2,000 122.01 2,000

北 影 1,000 112.93

計 ３路線 5,000 2,000

広 野 町 北 沢 1,000 171.44

計 １路線 1,000

楢 葉 町 清 太 郎林 道
800 158.15

松 ヶ 岡支 線

七 曲 林 道
2,500 324.65 2,500

細 戸 支 線

木 戸 川林 道
1,000 86.50

女 平 支 線

木 戸 川林 道
1,300 233.37

三 十 郎分 線

所 部 1,800 278.86

赤 木 1,000 122.79

計 ６路線 8,400 2,500

富 岡 町 青 沢 林 道
1,000 118.70

青 沢 支 線

大 倉 山 1,000 149.05 1,000

計 ２路線 2,000 1,000

川 内 村 木 の 葉 橋 1,000 89.87

乙 次 郎
1,000 300.71

(貝ノ坂)

小 笹 目 2,000 136.29

計 ３路線 4,000
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ 備 考
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の
(市町村)

別 面 積 箇 所 対図番号

開設 自動車道 大 熊 町 長 沢 700 101.27

糠 塚 1,000 138.80

郡 界 800 63.51

小 塚 林 道
700 68.48

中 土 場支 線

中 屋 敷 800 76.42 800

計 ５路線 4,000 800

浪江町 中 ノ 沢 2,000 183.94 2,000

賀 老 3,000 201.53

中 ノ 沢林 道
1,000 73.17

中 ノ 沢支 線

長 呂 沢 1,500 162.63 1,500

小 倉 沢林 道
1,500 133.64

右 支 線

五 兵 衛 沢 2,000 86.80

天 王 山 2,000 187.43

十 万 山 664 30.92 664

中 ノ 森 520 39.22 520

計 ９路線 14,184 4,684

葛 尾 村 水門口林道水
門口左沢支線 2,600 216.05
旗 広 木分 線

滝 ノ 倉 沢 1,000 68.49 1,000

大 笹 東 1,000 66.90

計 ３路線 4,600 1,000

飯 舘 村 萱 苅 庭 3,000 175.45

蕨 平 2,000 309.16 2,000

湯 船 1,000 98.82

田 川 3,000 290.31 3,000

長 泥 2,000 67.35

計 ５路線 11,000 5,000

※林道等の開設計画位置図については、追加する路線のみ
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 合 計 １７２路線 34,074 17,484

自動車道 いわき市 塩田（塩田）
160 80

（改良）

塩田(軽井沢)
400 200

塩田（江田）
200 100

塩田（大沢）
200 100

七 曲 ・高 部
100 50

（ 高 部 ）

七 曲 ・高 部
280 140

（ 戸 渡 ）

七 曲 ・高 部
(戸渡林道槍 240 120
内 支 線 )

七 曲 ・高 部
220 110

（ 文 珠 ）

田 神 240 120

田 神 林 道
80 40

田 神 支 線

折 松 1,200 600

四 時 川 1,000 500

下 三 坂 300 150

下 市 萱 200 100

銅 山 320 160

銅 山 林 道
280 140

千 軒 平支 線

銅 山 林 道
80 40

銅 山 支 線

銅 山 林 道
100 50

檜 山 支 線

銅 山 林 道
千 軒 平支 線 80 40
逆 川 分 線

銅 山 林 道
千 軒 平支 線 80 40
松 山 沢分 線
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 いわき市 敷 屋 200 100

（改良） 敷 屋 林 道
200 100

大 戸 沢支 線

戸 渡 林 道
200 100

開 聞 沢支 線

入 藪 200 100

滝 の 沢 160 80

神 楽 山 1,000 500

湯 の 岳 400 200

梅 曽 根 960 920

大 平 100 50

硯 石 80 40

間 明 沢 100 50

目 兼 200 100

沢 山 40 20

盤 木 沢 300 150

折 松 林 道 40
80

二 ツ 石支 線

大 風 ・入 定 100
200

( 入 定 )

朝 日 160 80

前 山 160 80

前 山 林 道 100
200

前 山 支 線

前 山 林 道 40
80

白 水 沢支 線

田 代 160 80

綱 木 260 130

大 滝 沢 200 100

岳 ノ 内 80 40

栃 沢 80 40

袖 ノ 沢 80 40

塩 ﾉ 平 200 100

大 柴 沢 140 70

硯 石 林 道 20
40

硯 石 支 線
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 いわき市 折 松 林 道
40 20

（改良） 折 松 支 線

折 松 林 道
100 50

折松第一支線

田 代 林 道
60 30

田 代 支 線

仁 田 100 50

下 戸 草 40 20

四 時 川林 道
40 20

学 参 支 線

貝 屋 川 100 50

大 柴 沢林 道
40 20

大 柴 沢支 線

綱 木 林 道
60 30

綱 木 支 線

袖 ノ 沢林 道
40 20

袖 ノ 沢支 線

才 鉢 140 70

大 滝 沢林 道
400 200

第 一 支 線

井 出 200 100

明 神 山 100 50

岳 ノ 内林 道
200 100

第 一 支 線

中 丸 山 200 100

焼 倉 林 道
100 50

焼 倉 支 線

塩 ノ 平林 道
100 50

大 山 支 線

鶴 石 山 540 270

計 ６８路線 14,620 7,750

南相馬市 大 源 地 280 140

助常（出水） 360 180
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 南相馬市 小 畑 160 80

（改良） 大 富 240 120

飯 森 80 40

仲 入 80 40

菖 蒲 沢 80 40

大 谷 口 140 70

額 石 200 100

助常(枯木森) 240 120

助常（馬場） 560 280

助常（鉄山） 140 70

助常(ﾊﾞｯｶﾒｷ) 400 200

助常（助常） 640 320

馬 場 林 道
400 200

鉄山第三支線

小 倉 180 90

室 石 140 70

赤 根 160 80

バ ラ 坂 100 50

太 古 160 80

赤 根 林 道
160 80

丸 森 支 線

乞 食 石 240 120

乞 食 石林 道
200 100

乞 食 石支 線

冬 住 200 100

計 ２４路線 5,540 2,770

相 馬 市 軽 井 沢 360 180

姥 ヶ 岩 80 40

北 影 240 120

堤 入 100 50

新 宿 240 120

物 倉 360 180

手 倉 森 440 220
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 相 馬 市 手 倉 森林 道
340 170

（改良） 手 倉 森支 線

計 ８路線 2,160 1,080

広 野 町 七 曲 林 道
80 40

大 坂 支 線

萱 の 沢 160 80

蛭 沢 60 30

計 ３路線 300 150

楢 葉 町 井 出 川林 道
120 60

小井出川支線

乙 次 郎
200 100

( 乙 次 郎 )

木 戸 川林 道
920 460

三 十 郎支 線

清 太 郎 80 40

井出川林道ホ
200 100

ッキリ沢支線

乙 次 郎林 道
80 40

猿 畑 支 線

井 出 川林 道 200
400

柿 平 支 線

七 曲 ・高 部
120 60

( 木 戸 川 )

七曲･高部(木
戸川林道栗沢 200 100
分 線 )

七 曲 ・高 部
80 40

（ 七 曲 ）

乙 次 郎林 道
80 40

仁 平 蔵支 線

乙 次 郎林 道
80 40

谷 室 支 線

井 出 川林 道
50

柿 平 支 線 100
柿 平 分 線

計 １３路線 2,660 1,330
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 富 岡 町 青 沢 120 60

計 １路線 120 60

川 内 村 乙 次 郎
60 30

( 貝 ﾉ 坂 )

小 田 代 80 40

高 山 320 160

大 川 原
140 70

( 宮 の 坂 )

鷹 の 巣 14 14

計 ５路線 614 314

大 熊 町 小 塚 80 40

百 目 木 60 30

大 川 原
200 100

( 大 川 原 )

計 ３路線 340 170

浪 江 町 助常（馬場） 240 120

け や き 沢 120 60

明 治 100 50

三程 (三程) 400 200

三程(中丸木) 200 100

水 門 口 120 60

中 椚 平 260 130

焼 築 360 180

塩 浸 120 60

賀 老 80 40

小 沼 80 40

水 門 口林 道
240 120

左 沢 支 線

魔 ヶ 倉 120 60

茗 荷 沢 100 50

中 椚 平林 道
240 120

熊 の 森支 線

花 ノ 木 240 120

植 野 沢 160 80
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 浪 江 町 牛 小 屋 160 80

（改良） 真 草 160 80

石 森 140 70

屋 敷 100 50

楢 林 100 50

牛 小 屋林 道
60 30

牛 小 屋支 線

小 倉 沢 100 50

小 倉 沢林 道
100 50

左 沢 支 線

魔 ケ 倉林 道
60 30

魔 ケ 倉支 線

計 ２６路線 4,160 2,080

葛 尾 村 野 行 80 40

夏 湯 100 50

柏 原 60 30

松 島 240 120

野 行 第 二 60 30

湯 口 100 50

柏 原 林 道
60 30

柏 原 支 線

計 ７路線 700 350

飯 舘 村 軽 井 沢 320 160

助常（馬場） 240 120

助常(沼ノ平) 460 230

神 成 340 170

湯 船 100 50

柏 久 保 120 60

冬 住 140 70

下 沢 140 70

古 今 明 140 70

沼 ノ 平林 道
180 90

沼 ノ 平支 線
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単位 延長：ｍ、面積：ha

開設 利 用 前半５カ
位 置

拡張 種 類 路線名 延 長 区 域 年計画の 備 考
(市町村)

別 面 積 箇 所

拡張 自動車道 飯舘村 沢 道 沢 80 40

（改良） 花 塚 山 160 80

軽 井 沢林 道
280 140

軽 井 沢支 線

中 屋 敷 160 80

計 １４路線 2,860 1,430

（注）該当のない市町村名の記載は省略した。
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５ 保安林整備及び治山事業に関する計画

（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等

①保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積：ha

保 安 林 の 種 類 面 積
備 考

前半５カ年の計画

総 数 （ 実 面 積 ） 79,291.04 45,832.14

水 源 涵 養 の た め の 保 安 林 70,428.20 36,969.30

災 害 防 備 の た め の 保 安 林 8,823.81 8,823.81

保健・風致の保存等のための保安林 39.03 39.03

（注）総数欄は、保安林の種類ごとの重複関係を除く面積を掲上した。

② 計画期間内において、保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位 面積：ha

指定 森 林 の 所 在 面 積 指定又は
解除 種 類 解除を必
別 市 町 村 区 域（林 班） 前半５カ年 要とする

の計画面積 理由

指定 総 数 34,969.83 1,506.90

水 か ん 計 34,965.80 1,506.90 水源の
涵養

いわき市 1､2､7､9､10､11～14､17､18 9,400.80 1,423.28
21､25､27､28､29､34､35､37
41､43､44､46､48､49､50～55
58～62､103､104､106～120
122､123､126､129～131､137
152､153､155～179､213､221
307～313､319～327､329～332
334､335､347～358､361､362
364､366､367､369､370～372
375､378～381､383､384､391
392､396､400､404､410､415
416､418～422､428､429､433
435､436､438､440､443､755～
757

相馬市 2239～2253､2259､2261､2262 1,565.64 － 水源の
涵養

南相馬市 2008､2011～2013､2017､2021 3,464.48 －
2028～2034､2036～2044､2046
～2055､2059､2070､2077､2079
2080､2082､2087､2090～2092
2095､2097､2099～2102､2104､
2107～2109､2125､2126､2128
～2130

広野町 744～746､748～754 846.03 －
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単位 面積：ha

指定 森 林 の 所 在 面 積 指定又は
解除 種 類 解除を必
別 市 町 村 区 域（林 班） 前半５カ年 要とする

の計画面積 理由

指定 水 か ん 楢葉町 646､648､651､652､654～661 3,176.03 －
701､706､707､710､736､737
739～744

富岡町 641､644､646､647､651 317.91 －

川内村 601､604､607､609､615､616 572.30 －
620､624､625､631､638

大熊町 503～530､534 1,723.69 －

双葉町 544 83.62 83.62

浪江町 1001､1002､1004～1006､1014 5,304.19 －
1015､1019､1020､1024､1025
1030､1038､1039､1041､1042
1044～1047､1049､1054､1055
1060､1076､1082､1100～1113
1201～1207､1210～1215､1218
～1220､1223､1287､1288､1290
～1305､1307～1311､2110～
2119

葛尾村 1064､1094､1227～1286 2,956.55 － 水源の
涵養

飯舘村 2208～2210､2213､2219～2222 5,554.56 －
2226､2229～2233､2302～2307
2309～2319､2324～2326､2328
～2330､2332～2342､2348～
2354､2357～2365

土砂流出 計 4.03 － 土砂の
流出防備

いわき市 14 1.38 －

浪江町 1288 1.10 －

飯舘村 2208 1.55 －

本表の種類欄に用いた略称の内容

略 称 正 式 名 称

水 か ん 水 源 か ん 養 保 安 林

土 砂 流 出 土 砂 流 出 防 備 保安 林
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③計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積
単位 面積：ha

伐採方法の 皆伐方法の 択伐率の 間伐率の 植 栽 の
保安林の種類

変 更 面 積 変 更 面 積 変更面積 変更面積 変更面積

水 源 涵 養
の た め の 保 安 林 － － 1,343 1,378 535

災 害 防 備
の た め の 保 安 林 － － 4,637 3,844 257

保 健 ・ 風 致 の 保 存 等
の た め の 保 安 林 － － － － －

（２）保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

該当なし
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（３） 実施すべき治山事業の数量

森 林 の 所 在 治山事業施行地区数

市 町 村 区 域 前 半 ５ カ 主 な 工 種 備 考
年 の 計 画

（ 林 班 ） 地 区 数

いわき市 8､9､10､16､32､48､59､60､61､62､63､ ３７ １６ 山 腹 工
65､149､150､155､156､157､161､162､ 渓 間 工
170､175､180､212､213､214､222､224､ 植 栽 工
313､323､327､351､395､396､418､419､ 本数調整伐
421､427､432､438､446

双 葉 町 544､545､546 ３ ０ 渓 間 工

大 熊 町 509､547 ２ １ 渓 間 工
植 栽 工

富 岡 町 540､646､662 ３ ３ 山 腹 工
渓 間 工
植 栽 工

楢 葉 町 648､650､651､653､654､656､659､663 １３ ４ 山 腹 工
709､733､736､737､758 渓 間 工

植 栽 工
本数調整伐

広 野 町 745､747､749､750､752､754､759 ７ ４ 山 腹 工
渓 間 工
植 栽 工

川 内 村 602､624､625､627､628､629､631 ７ ３ 山 腹 工
渓 間 工

浪 江 町 1007､1009､1011､1013､1016､1023 １７ ５ 山 腹 工
1058､1067､1068､1069､1072､1094 渓 間 工
1102､1103､1109､1110､1215､2112 本数調整伐
2114､2115､2116

葛 尾 村 1064､1094､1229､1264､1283 ５ ０ 山 腹 工
渓 間 工
本数調整伐

南相馬市 2005､2007､2008､2009､2010､2012 ５２ １４ 山 腹 工
2013､2014､2015､2021､2022､2028 渓 間 工
2032､2034､2037､2038､2040､2044 植 栽 工
2047､2049､2050､2051､2052､2064 本数調整伐
2065､2079､2081､2082､2083､2087
2088､2089､2090､2091､2094､2096
2104､2105､2106､2107､2108､2109
2117､2122､2123､2125､2126､2127
2128
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森 林 の 所 在 治山事業施行地区数

市 町 区 域 前 半 ５ カ 主 な 工 種 備 考
年 の 計 画
地 区 数

相 馬 市 2240､2241､2243､2245､2246､2247 １２ ３ 山 腹 工
2257､2258､2259､2261､2263 渓 間 工

植 栽 工
本数調整伐

飯 舘 村 2213､2214､2219､2220､2221､2223 ２２ ０ 山 腹 工
2227､2228､2229､2230､2234､2313 渓 間 工
2314､2315､2317､2322､2325､2326 植 栽 工
2327､2328､2334､2352 本数調整伐

新 地 町 2263 １ １ 本数調整伐

合 計 １８１ ５４
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第６ その他必要な事項

１ 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種 類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

水 か ん 総 数 35,664.00

い わ き 市 13、15～21、23～27 15,580.98 別表 砂防指定 1.63
31～39、41～43、45 ２､３ 県自環特 6.93
47～50、64、124～132 のとおり 県立特３ 6.16
134～150、152～153
162、212～227
301～306、309～311
337～346、371～374
376～380、382～383
385～402、404～409
411～413、415～434
436～445

南 相 馬 市 2009～2010、2014～2016 3,072.16 砂防指定 0.09
2022～2024、2035
2056～2058、2060～2069
2071～2076、2078、2081
2083～2086、2089
2093～2096、2098
2104～2106、2127

[上野官造] 1～2

相 馬 市 2235～2238、2257～2260 819.19 砂防指定 1.38
2262

広 野 町 745～748 528.83

楢 葉 町 649～650、653、705 1,538.08 県自環特 7.64
708～709、711
729～735

富 岡 町 539～542、639～643 758.43
650

川 内 村 601～603、605 4,218.47
608～627、630～637

[川内官造] 7、13、15、17

大 熊 町 536～538 292.36

浪 江 町 1006～1013、1016～1019 4,996.82 土砂流出 1.85
1021～1032、1038～1040 保健林 43.86
1042～1053、1055～1061 風致林 46.08
1065～1077、1081 県立特２ 3.84
1095～1099、1208 県立特３ 336.69
1215～1217、1220～1221
1224～1225、1288～1289

葛 尾 村 1062～1064、1078～1081 1,256.79 保健林 17.09
1083～1090、1092～1094 県立特２ 6.83
1257～1259、1277 県立特３ 10.26
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単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種 類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

水 か ん 飯 舘 村 2208、2214～2219 2,601.89
2223～2225
2227～2228
2230～2231、2234
2308、2321～2323
2327～2329
2331～2332
2338～2339
2341～2347
2355～2356

土 砂 総 数 7,855.34
流 出

い わ き 市 1～8、14、28～30 2,451.87 別表 干害防備 179.07
101～102、104、108 ２､３ 保健林 252.65
118、125～128 のとおり 砂防指定 11.11
132～133、137 県立特１ 140.91
139～140、150～151 県立特２ 537.19
153、163、166～167 県立特３ 413.72
170、176、178、310 鳥獣特保 96.24
333～334、350、378
395～396、398、400
425～428、441

南 相 馬 市 2004、2006 1,189.31 保健林 497.25
2017～2020 砂防指定 3.03
2022～2027、2034 県自環特 151.62
2043、2045、2088、2106 鳥獣特保 122.38
2125～2126、2128
2207

[上野官造] 1

相 馬 市 2241、2257、2259～2262 159.31 砂防指定 2.10

広 野 町 746、754 17.82

楢 葉 町 650～651、653、658、 1,024.77 保健林 317.17
702～705、708～709、 砂防指定 48.22
711、728～731、738 県自環特 100.57

富 岡 町 639～643 108.75 砂防指定 1.37

川 内 村 601、616、628～629 405.67

大 熊 町 503～506、512～513 219.05 砂防指定 2.03
521、527

双 葉 町 545～546 210.24

浪 江 町 1001～1006、1011 1,031.01 水かん 1.85
1068、1082、1097 保健林 217.88
1099～1100、1106 砂防指定 73.26
1108、1112、1201 県立特２ 476.51
1204～1212、1221 県立特３ 149.34
1224～1225
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単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種 類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

土 砂 浪 江 町 1287～1288、1300～1302
流 出 1305～1307、1309

葛 尾 村 1083～1084、1092 217.59 保健林 62.79
1226、1231～1232 県立特２ 107.12
1242、1281、1283 県立特３ 6.09

飯 舘 村 2208、2211～2212 819.95 砂防指定 4.70
2214～2217、2219
2224、2226～2227
2230～2231、2233
2306～2307、2316
2318～2321、2323
2329、2338、2347、2355

土 砂 総 数 459.59
崩 壊

い わ き 市 63、103～104、107 258.15 別表 保健林 90.89
117、304、348～349 ２､３ 県立特２ 34.28
357、415～417、427 のとおり 県立特３ 56.61
432、437、440～441 史名天 13.88
756 地すべり 25.92

南 相 馬 市 2081、2086、2104 41.21

相 馬 市 2240、2249、2258～2260 36.72 県立特３ 18.70
史名天 18.70

広 野 町 750 36.06 砂防指定 3.39

富 岡 町 639 11.14

川 内 村 629、631 5.95

大 熊 町 509～510、515、525 32.80

双 葉 町 544 36.68

飯 舘 村 2213 0.88

防 風 林 総 数 26.29

南 相 馬 市 2123 0.63 別表
２､３

富 岡 町 662 25.48 のとおり

大 熊 町 547 0.11

浪 江 町 1312 0.07

水 害 総 数 0.61
防 備

相 馬 市 2263 0.61 別表
２､３
のとおり
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単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

潮 害 総 数 256.95
防 備

い わ き 市 65、180、446 99.92 別表 保健林 83.89
２､３ 県立特２ 80.84
のとおり

南 相 馬 市 2122～2123 18.01

相 馬 市 2263 67.84 保健林 49.64
県立特２ 56.43

広 野 町 759 3.34

楢 葉 町 663、758 20.98

富 岡 町 662 36.44

大 熊 町 547 1.71

双 葉 町 547 0.06

浪 江 町 1312 0.57

新 地 町 2263 8.08 魚つき林 0.24

干 害 総 数 400.79
防 備

い わ き 市 26、34、41、52、121 337.84 別表 土砂流出 179.07
139～140、150～151 ２､３ 保健林 168.96
155 のとおり 県立特１ 140.91

県立特３ 28.05

浪 江 町 1041～1042、1045 62.95

落 石 総 数 1.13
防 止

浪 江 町 1008 1.13 別表
２､３
のとおり

魚つき林 総 数 0.24

新 地 町 2263 0.24 別表 潮害防備 0.24
２､３
のとおり

航 行 総 数 1.40
目 標

い わ き 市 180 1.37 別表
２､３

南 相 馬 市 2123 0.03 のとおり
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単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

保 健 林 総 数 1,666.58

い わ き 市 63、65、139～140 427.49 別表 土砂流出 252.65
150～151、180、333 ２､３ 土砂崩壊 90.89

のとおり 潮害防備 83.89
干害防備 168.96
砂防指定 3.69
県立特１ 140.91
県立特２ 188.55
県立特３ 84.66
地すべり 25.92

南 相 馬 市 2019～2020 497.25 土砂流出 497.25
2025～2027、2207

相 馬 市 2263 49.64 潮害防備 49.64
県立特２ 49.64

楢 葉 町 701～705、708～709 332.54 土砂流出 317.17
711、733、736～738 砂防指定 32.50

浪 江 町 1005、1046～1047 271.70 水かん 43.86
1097、1099 土砂流出 217.88
1224～1225、1287 砂防指定 0.48

県立特２ 199.62
県立特３ 39.57

葛 尾 村 1226～1227 87.96 水かん 17.09
1257～1259 土砂流出 62.79

県立特２ 69.62
県立特３ 18.34

風 致 林 総 数 50.24

浪 江 町 1046～1047 46.08 別表 水かん 46.08
２､３ 県立特３ 2.19
のとおり

飯 舘 村 2223 4.16

砂 防 総 数 266.45
指 定

い わ き 市 29、104、219～220 30.26 別表５ 水かん 1.63
333、372～374 のとおり 土砂流出 11.11
385～387、419～421 保健林 3.69
425～427、433、437 県立特２ 3.69
440、442～443

南 相 馬 市 2030、2034、2096 6.46 水かん 0.09
2102、2125～2126 土砂流出 3.03
2128 県自環特 3.06

相 馬 市 2235、2241～2244 9.24 水かん 1.38
土砂流出 2.10

広 野 町 750～751 7.29 土砂崩壊 3.39
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単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

砂 防 楢 葉 町 651、660～661 60.21 土砂流出 48.22
指 定 703～705、708、711 保健林 32.50

728～729、736～738 県自環特 10.96

富 岡 町 540､542、639、641 6.58 土砂流出 1.37

川 内 村 614～616、627、631 7.53

大 熊 町 504、512、536 5.63 土砂流出 2.03

浪 江 町 1002～1005、1100 128.40 土砂流出 73.26
1107～1108、1206 保健林 0.48
1208～1212 県立特２ 38.68
1300～1301、1307 県立特３ 31.53
1311

飯 舘 村 2211～2212、2214 4.85 土砂流出 4.70

県 立 総 数 141.25
特 １

い わ き 市 139～140、150～151 141.25 別表４ 土砂流出 140.91
のとおり 干害防備 140.91

保健林 140.91

県 立 総 数 1336.25
特 ２

い わ き 市 1～5、63、65、127 662.04 別表４ 土砂流出 537.19
133、180、333、446 のとおり 土砂崩壊 34.28

潮害防備 80.84
保健林 188.55
砂防指定 3.69
鳥獣特保 97.48

相 馬 市 2263 69.44 潮害防備 56.43
保健林 49.64

浪 江 町 1046、1206、1208～1211 487.25 水かん 3.84
1223～1225、1287 土砂流出 476.51
1300～1302、1305 保健林 199.62
1307、1309 砂防指定 38.68

葛 尾 村 1226、1231、1259 117.52 水かん 6.83
土砂流出 107.12
保健林 69.62

県 立 総 数 2,125.68
特 ３

い わ き 市 1～2、4～5、14、30 481.14 別表４ 水かん 6.16
63、139、162 のとおり 土砂流出 413.72

土砂崩壊 56.61
干害防備 28.05
保健林 84.66
地すべり 25.92

相 馬 市 2249～2251、2253 195.47 土砂崩壊 18.70
史名天 124.51
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単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種類 面 積 施業方法

市町村 区 域 （林班） (重複制限林)

県 立 浪 江 町 1046～1047 1218.30 水かん 336.69
特 ３ 1206～1208、1210 土砂流出 149.34

1224～1225 保健林 39.57
1287～1288、1290 風致林 2.19
1299～1302 砂防指定 31.53
1304～1309

葛 尾 村 1227、1230～1232 230.77 水かん 10.26
1257～1258 土砂流出 6.09

保健林 18.34

県 自 総 数 270.26
環 特

い わ き 市 371～372 6.93 別表４ 水かん 6.93
のとおり

南 相 馬 市 2004、2006 152.96 土砂流出 151.62
2125～2126、2128 砂防指定 3.06

鳥獣特保 90.64

楢 葉 町 711、728 108.23 水かん 7.64
土砂流出 100.57
砂防指定 10.96

川 内 村 615～616 2.14 史名天 1.54

鳥 獣 総 数 219.86
特 保

い わ き 市 1～2 97.48 別表５ 土砂流出 96.24
のとおり 県立特２ 97.48

南 相 馬 市 2004、2006 122.38 土砂流出 122.38
県自環特 90.64

史 名 天 総 数 139.94

い わ き 市 756 13.88 別表５ 土砂崩壊 13.88
のとおり

相 馬 市 2249～2250 124.51 土砂崩壊 18.70
県立特３ 124.51

川 内 村 616 1.54 県自環特 1.54

飯 舘 村 2361 0.01

地すべり 総 数 25.92

い わ き 市 63 25.92 別表５ 土砂崩壊 25.92
のとおり 保健林 25.92

県立特３ 25.92

（注）市町村欄の[ ]は、官行造林地
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本表に用いた略称

略 称 正 式 名 称 略 称 正 式 名 称

水 か ん 水 源 か ん 養 保 安 林 風 致 林 風 致 保 安 林

土砂流出 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 砂 防 指 定 砂 防 指 定 地

土砂崩壊 土 砂 崩 壊 防 備 保 安 林 県 立 特 １ 県 立 公 園 第 １ 種 特 別 地 域

防 風 林 防 風 保 安 林 県 立 特 ２ 県 立 公 園 第 ２ 種 特 別 地 域

水害防備 水 害 防 備 保 安 林 県 立 特 ３ 県 立 公 園 第 ３ 種 特 別 地 域

潮害防備 潮 害 防 備 保 安 林 県 自 環 特 県自然環境保全地域特別地区

干害防備 干 害 防 備 保 安 林 鳥 獣 特 保 鳥 獣 保 護 区 特 別 保 護 地 区

落石防止 落 石 防 止 保 安 林 史 名 天 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物

魚つき林 魚 つ き 保 安 林 地 す べ り 等 防 止 法 に 基 づ く
地すべり

航行目標 航 行 目 標 保 安 林 地 す べ り 防 止 区 域

保 健 林 保 健 保 安 林

２ その他必要な事項

特になし
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別表１ 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法

１ 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

総 数 85,430.00 施業方法につ
いては、Ⅱ-

いわき市 計 30,368.15 第3-4-(1)-ｲ
のとおり

1～21、23～39、41～55、58～65、101～104、106～153、

155～180全、212～227、301～313、319～327、329～335、

337～358、361～362全、364、366～402、404～413、415～446、

755～757全

相馬市 計 2,748.65

2235～2253、2257～2262全

2263ぬ１～て３、ハ２～ハ８

南相馬市 計 8,753.66

2001、2004～2102、2104～2109全

広野町 計 1,482.16

744な～の

745～754全

楢葉町 計 5,887.18

648全、649全

650い～へ２、へ４

651い１～そ５、イ

652～661、663、701～711、728～743全

744い１～ね、お～イ２

758全

富岡町 計 1,352.26

536イ

539～542、639～644全
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

富岡町 646い１～つ、な～む 施業方法につ

647全 いては、Ⅱ-

650へ３ 第3-4-(1)-ｲ

651つ１～な のとおり

662全

計 5,227.25
川内村

601～605全、607～638全

計 2,315.59
大熊町

503～530、534、536～538全

547い～は、へ～ち

計 331.66
双葉町

544～546全

547に、ほ

計 11,814.37
浪江町

1001～1032、1038～1061全

計 4,965.85
葛尾村

1062～1064、1078～1081、1082～1094、1226～1286全

計 8.31
新地町

2263い１～り２、ハ１

計 10,174.91
飯舘村

2208～2234全
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２ 土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持

増進を図るための森林施業を推進すべき森林

①森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全機能の維持増進を図る森林

単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

総数 計 9,410.47 施業方法につ
いては、Ⅱ-

いわき市 計 3,244.57 第3-4-(1)-ｲ
のとおり

1い、に１～ち

2い～に

3全

4い～ろ、ロ

5い～ほ

6い～へ

7れ、つ～ロ２

8い～ほ１３、へ～と８

14い～る、ロ

30全

63全

65い１～は

101い～わ、ロ

102全

103い

104い２、と、ら、し２～し４

107は、か

108に～ほ、わ１～か、ね～な、む、イ２

117ち

118い

125い～は、の

126い～は、ぬ～る２、イ２

127い～に、イ１～イ３

128い１、は、ぬ～る２、か、イ、ロ２～ロ４

132い、う２、お、イ２、ロ３、ロ５

133い～は、イ２、イ３

134イ１、イ２

137い１～い２、イ１

139へ、ち

140い、は～に

146れ１～れ４、つ１～つ３
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

いわき市 147い７、い１３～ろ３、ほ１、れ４、つ～ね４、む、の 施業方法につ

150い～に、ほ５、ほ６、ほ１０ いては、Ⅱ-

151い 第3-4-(1)-ｲ

153は、へ１～と、ち２、ぬ、 のとおり

163い～に

166り～る１、わ、ね、な

167い、ろ、る１～わ２

170全

176り～る

178い～ろ、り～ぬ

219イ

220イ

304ろ２

310い、ろ、れ、つ１、ね、な

333全

334い～に、ら

348ち

349い、ろ

350か２～か７

357あ２

372わ～イ２

373全

374い１～ろ

378な７、ら６

385い１～ほ、ち～る、わ２～つ

386い２

387ほ

395よ

396い、に

398い、ぬ

400へ、と

415ろ、は、ほ１～わ２

416い１～ぬ

417へ

420い２、に、ほ３、へ２、ぬ２～ぬ４、よ３、た７、た８、れ２

421た３
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

いわき市 425わ１～か２ 施業方法につ

426と～る３、れ２、ら、む２、ロ１～ロ３ いては、Ⅱ-

427い１～ち、ぬ、か～つ、イ１ 第3-4-(1)-ｲ

428に のとおり

431い３、い５、は１、は４、に、へ１

432い２

433に２、に３

437そ、つ、ね２、む３

440む２、う３

441い１、わ１、わ２、れ、ろ２

442は２

443ろ２、ほ２、へ２、か２、

446全

756と１～と４

相馬市 計 287.38

2235ろ

2240い、ろ

2241へ１～へ３、り１～る

2242は

2243と、ぬ、る

2244か、

2249ろ、ほ、へ、ち、わ１、わ２

2257と～る７

2258ぬ

2259と２、わ１、わ２、か１、か２

2260い１～ろ、は４、ほ１、へ～ち２、る１、る２、か、よ

2261い～に３、ほ２、ほ３、の１～の３

2262は

2263ぬ１～て３、ハ２～ハ８

南相馬市 計 1,269.40

2004い

2006全
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

南相馬市 2017い１、い２、へ１、へ２ 施業方法につ

2018い１、い２ いては、Ⅱ-

2019全、2020全 第3-4-(1)-ｲ

2022い のとおり

2023い１、い２

2024い１、い２

2025い１～り

2026全、2027全

2029い、ろ

2030い２、ろ１

2034い２、る１

2043い１～ろ

2045い１、い２

2081ほ

2086い

2088い～に

2096イ

2104り

2106ほ

2122い～は

2123い～そ２、ロ１～ロ４

2125い１～い３、に～イ

2126い１、い２、へ～と２、イ

2127ほ２、よ２、た２、

2128い１～ろ２

2207全

広野町 計 61.56

746ら、う１～お１

750い１～ろ２、か１～イ

751い

754に３、に４

759全
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

楢葉町 計 1060.19 施業方法につ
いては、Ⅱ-

650い～は 第3-4-(1)-ｲ

651に、れ、イ のとおり

653い～へ

658と２～り

660ろ２、に２、ほ２、へ２、る２、わ２、た２

661ろ２、へ２、へ３、と２、ち２、り２、ぬ２

663い～ロ

703全、704全

702い、は～よ、ロ

705い１～ろ、

708い１、い２

709い

711い１～い６、い８～い１０

728全

729い１～ろ３

730い、ろ

731い

736い

737い

738全

758全

富岡町 計 188.29

540い２、に２、る２、る４、る５、わ２、ら２、ら３、む２

542い２、い３、ろ２

639い～は、る１、る２、わ２、わ９、わ１１、わ１３、ハ１

640い１、い２、ち、ぬ１～ぬ３

641い、ろ、か１、か２、た

642い

643い～ろ２

662全
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

川内村 計 434.98 施業方法につ
いては、Ⅱ-

601い～は２、り５～わ 第3-4-(1)-ｲ

614に２ のとおり

615い３

616ろ２、ち～わ、よ～れ６

627ハ

628全、629全

631り、か２、か３、か６、た、れ２、れ３、そ４、つ２、つ３、な２、

ら２、む、う２、う４、の１、の３

632わ２

大熊町 計 262.95

503い、ろ、に２

504い１～ほ

505い１、ろ

506ろ１～ろ３

509に、ほ、わ１、わ２、わ６

510い

512い～は２、イ

513い

515の

521い、ろ

525い

527い１～は、ほ～か、た、そ

536い２、い３、ろ２、へ、ぬ、む

547い～は、へ～ち

双葉町 計 247.73

544れ～つ

545全、546全

547に、ほ
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

浪江町 計 1242.37 施業方法につ
いては、Ⅱ-

1001い１～い３ 第3-4-(1)-ｲ

1002い～へ、る１～つ、む のとおり

1003全

1004い１～ろ４、に１～と

1005い、ろ、へ～イ、ロ２

1006ろ～ぬ、つ２

1008い

1011い、ろ１

1068わ１～わ３、か２

1082全

1097い

1099い

1100い～に２、イ

1101つ～な２

1106い～へ

1107い１～ろ、と～ぬ

1108い１～い３、ち、り

1112に

1201い

1204と

1205い～ろ２、ほ１、へ

1206ほ～ち、わ２

1207い

1208全、1210全

1211い１～い３、ぬ～る２

1212る１～わ３

1215は８

1221い

1224い１、い２

1225い～ろ２

1287に～ほ２

1288い１、い２、は６～は８、ほ、へ、ち

1300い、に１～ち

1301い１～に、ぬ２、ロ
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

浪江町 1302い、ろ 施業方法につ

1305い いては、Ⅱ-

1306全 第3-4-(1)-ｲ

1307い～と のとおり

1309ち

1311ろ、は、へ、と１、う３、う４、ま～ふ１

1312全

葛尾村 計 257.19

1083い１～ろ

1084り、わ～よ

1092い

1226い１、い２

1227へ

1231い～に

1232れ１～れ４

1242い、は、ち、り

1257ほ

1258る

1281た～れ７

1283は３、は１０

新地町 計 8.31

2263い１～り２、ハ

飯舘村 計 845.55

2208い１～に２

2211全、2212 全

2213と２

2214い～る、わ２、よ１、よ２

2215い～ほ

2216い、ろ、は２、イ

2217る

2219ほ
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

飯舘村 2224わ１、わ２、よ１～よ３ 施業方法につ

2226ち いては、Ⅱ-

2227ろ～に、へ～ぬ、そ１、そ２、 第3-4-(1)-ｲ

2230へ のとおり

2231い、ろ１、ろ３、れ

2233ろ、は、へ

2316い

2318い、イ

2319ろ～ほ

2320全

2321へ～イ３

2323か

2329り～る２

2338ほ

2347な

2355に、ほ
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②快適な環境の形成の機能の維持増進を図る森林

単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

総数 計 207.15 施業方法につ
いては、Ⅱ-

計 15.7 第3-4-(1)-ｲ
いわき市 のとおり

65い１～は
446い１～れ

計 1.91
大熊町

547い～は、へ～ち

計 0.06
双葉町

547に、ほ

計 62.66
富岡町

662全

計 20.98
楢葉町

663い～は
758全

計 0.66
浪江町

1312い、ろ

計 17.87
南相馬市

2122い～は
2123い～そ２、ロ１、ロ３

計 8.07
新地町

2263い１～に、ち～り２、ハ１

計 3.51
広野町

759全

計 75.73
相馬市

2263ぬ～て３、ハ２、ハ４、ハ６、ハ８
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③保健機能の維持増進を図る森林

単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

総数 計 3,352.47 施業方法につ
いては、Ⅱ-

いわき市 計 1,771.78 第3-4-(1)-ｲ
のとおり

1い～イ

2全

3い～は、ロ

4全

5い～イ２

6い～イ

8い

63全

65に１～ね、ニ

101い～わ、ロ～ハ２

102い１～に７

108ね～む

126い～は、に３、へ、と

127い～に、イ１～ イ３

128ち、る１、る２、か、イ～ロ４

132い、ら～お、イ２、ロ２～ロ５

133い～は、イ２、イ３

134い、に、わ～ロ

136ぬ～イ３

137い１、は～へ、イ１、イ２

139全、140 全

146そ１～そ３、ね～ら

147は～に２、な、ら、う１、う２、お

149い、ぬ、わ１、わ２

150い、ろ

151全

180い１～る、ハ１～ハ３、ホ１～ホ６

333全

357よ３

371つ

372い
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

相馬市 計 124.51 施業方法につ
いては、Ⅱ-

2249ろ～わ２ 第3-4-(1)-ｲ

2250ろ、ほ１～ち のとおり

南相馬市 計 728.37

2004全

2006い～へ２

2019全、2020全

2025全、2027全

2060に

2099は、ほ、へ

2122イ１～イ２

2123つ

2125い１、い３、に、ほ

2126い１、い２、へ、イ

2128い１、い２

2207い

楢葉町 計 396.50

701イ１、イ２

702か２～イ

703ほ３、ほ４、と３、ち

704い２、ろ２、は２、は３、に２

705い１、い２

708い１、い２

709い

711い１、い７、い８、い１０

728全

733い

736い

737い

738い～イ２
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単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

川内村 計 2.14 施業方法につ
いては、Ⅱ-

615か２ 第3-4-(1)-ｲ

616え のとおり

浪江町 計 241.59

1005わ～か３

1015ろ、は

1042は２

1046ち

1097い

1099い

1224い１、い２

1225い～は

1287に～ほ２

葛尾村 計 78.62

1226全

1227へ

1259る

飯舘村 計 8.96

2223ち

2336に２、た、れ２、そ２

３ １及び２のうち伐採の方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書 別表5－(3)のとおり
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別表2 保安林の指定施業要件

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書 別表11のとおり

別表3 保安林の種類別の伐採方法

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書 別表12のとおり

別表4 自然公園区域内における森林の施業

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書 別表13のとおり

別表5 砂防指定地等の森林の施業

平成１９年度樹立の磐城国有林の地域別計画書 別表14のとおり
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